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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アトラクションの待ち行列を管理するシステムであって、
　１つ以上のポイント獲得場所において識別装置と金銭取引情報を通信して該識別装置に
よって費やされた金額を確認するように構成され、または、１つ以上のポイント獲得場所
において該識別装置によって費やされた時間を確認するように構成されたデバイスリーダ
と、
　特定のポイント獲得場所における前記識別装置が割り当てられた来園客による購買で費
やされた金額を示すデータを前記デバイスリーダから受信し、または、前記デバイスリー
ダから前記１つ以上のポイント獲得場所で前記識別装置によって費やされた時間を示すデ
ータを受信するように構成された処理装置と、を備え、
　前記処理装置が、ポイント消費の場所において前記識別装置が割り当てられた来園客を
識別し、該ポイント消費の場所においてアトラクションの待ち行列の中の場所を前記デー
タに基づいて前記来園客に割り当て、該割り当ては、前記１つ以上のポイント獲得場所に
おける識別装置によって費やされた前記時間に対応する時間だけ、または、前記購買で費
やされた金額に対応する時間だけ、有効な待ち時間に関連して、該来園客の前記待ち行列
における待ち時間を減らすように構成されているシステム。
【請求項２】
　前記処理装置が、前記待ち行列の中の前記場所を前記来園客に割り当て、該割り当ては
、前記購買で費やされたそれぞれの特定の金額に対する時間の増分だけ、または、前記購
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買に当てられたレベルに関係する時間の増分だけ、有効な待ち時間に関連して、該来園客
の前記待ち行列における待ち時間を減らすように構成されている、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項３】
　前記処理装置が、前記待ち行列の中の前記場所を前記来園客に割り当て、該割り当ては
、前記購買によって費やされたすべてのドルに対して１分だけ、前記来園客に対して前記
待ち行列における待ち時間を減らすように構成されている、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記処理装置が、前記待ち行列の中の前記場所を前記来園客に割り当て、該割り当ては
、前記識別装置によって獲得したすべてのポイントに対する時間の増分だけ、前記来園客
に対して待ち行列における待ち時間を減らすように構成されており、かつ、前記処理装置
が、異なるポイント獲得場所で費やされた時間に対する異なる量のポイント、または、前
記異なるポイント獲得場所で費やされた異なる金額を前記識別装置に割り当てるように構
成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記処理装置が、最初のポイント獲得場所で費やされた時間または費やされた金銭に対
して、第２のポイント獲得場所で費やされた時間または費やされた金銭に対してよりも、
多くのポイントを割り当てるように構成されている、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記処理装置が、前記来園客による優先利用権購入を示すデータを受信して、該来園客
を待ち行列の前方に移動させるように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記処理装置が、前記来園客に対するクレジットに相当する待ち時間をオペレータに促
すか、または前記来園客を待ち行列の他の来園客の間に入るように物理的な場所をオペレ
ータに促すことよって、前記ポイント消費の場所におけるアトラクションの待ち行列内の
場所を前記来園客に割り当てるように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記１つ以上のポイント獲得場所が乗物またはレストランを含んでおり、前記処理装置
が、前記乗物に乗るためまたは、前記レストランで席に座るために費やされた待ち時間に
基づいて前記来園客に対する待ち行列における待ち時間を減らすように構成されている、
請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記処理装置が、前記ポイント消費の場所に前記来園客が最初に訪れた際に、該ポイン
ト消費の場所におけるアトラクションの行列内の場所を前記来園客に割り当てるように構
成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記１つ以上のポイント獲得場所が主要なポイント獲得場所と二次的なポイント獲得場
所を含んでおり、前記処理装置が、前記主要なポイント獲得場所で識別装置によって費や
された時間に対するよりも、前記二次的なポイント獲得場所で識別装置によって費やされ
た時間に対してより多く前記来園客に対する待ち行列における待ち時間を減らすように構
成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記処理装置が、前記１つ以上のポイント獲得場所において費やされた時間に基づいて
１対１の比で前記来園客に対する待ち時間を減らすように構成されている、請求項１に記
載のシステム。
【請求項１２】
　アトラクション待ち行列を管理するシステムであって、
　１つ以上のポイント獲得場所で来園客に割り当てられた識別装置を用いて費やされた金
額を表すデータを受信し、ポイント消費の場所において前記識別装置が割り当てられた来
園客を識別し、前記識別装置が割り当てられた来園客に対して、前記データに基づいて前
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記ポイント消費の場所でのアトラクションの待ち行列の中の場所を割り当て、該割り当て
は、前記１つ以上のポイント獲得場所において前記識別装置によって費やされた金額に対
応する時間だけ、有効な待ち時間に関連して、前記来園客に対する待ち行列における待ち
時間を減らすように構成された処理装置と、
　前記識別装置と通信し、前記１つ以上のポイント獲得場所において前記識別装置によっ
て費やされた金額を確認し、前記１つ以上のポイント獲得場所で前記識別装置によって費
やされた金額を表すデータを前記処理装置に通信するように構成されているデバイスリー
ダと、を備えたシステム。
【請求項１３】
　前記デバイスリーダが、前記識別装置と通信し、前記１つ以上のポイント獲得場所にお
いて前記識別装置によって費やされた時間または金額を確認し、前記１つ以上のポイント
獲得場所で前記識別装置によって費やされた時間と金額を前記処理装置に通信するように
構成されていることを特徴とする請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記処理装置が、前記１つ以上のポイント獲得場所において前記識別装置によって費や
された時間または金額を示すデータを前記デバイスリーダから受信し、費やされた時間ま
たは金額に基づいて前記来園客に対する待ち時間を減らすように構成されている、請求項
１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記識別装置と一緒に費やされた金額を示すデータを通信するようになっているキャッ
シュレジスタを備えた請求項１２の記載のシステム。
【請求項１６】
　前記１つ以上のポイント獲得場所において前記識別装置を用いて費やされた前記金額が
、第１のポイント獲得において前記識別装置を用いて費やされた金額と、第２のポイント
獲得場所において前記識別装置を用いて費やされた金額とを含む、請求項１２に記載のシ
ステム。
【請求項１７】
　アトラクションの待ち行列を管理する方法において、
　監視システムが、来園客に割り当てられた識別装置を監視して、１つ以上のポイント獲
得場所において前記識別装置を用いて費やされた金額を確認し、
　処理装置が、前記識別装置を用いて費やされた金額を示すデータを前記監視システムか
ら受信し、ポイント消費の場所において前記識別装置が割り当てられた来園客を識別し、
前記識別装置を用いて費やされた金額と前記アトラクションの待ち行列との対応関係を示
すソフトウェアアルゴリズムに基づいて、前記ポイント消費の場所においてアトラクショ
ンの待ちの中の場所を前記来園客に割り当て、該割り当ては、前記１つ以上のポイント獲
得場所において前記識別装置を用いて費やされた金額に対応する時間だけ、有効な待ち時
間に関連して、前記来園客に対する前記待ち行列における待ち時間を減らすことから成る
、方法。
【請求項１８】
　前記処理装置が、第１のポイント獲得場所に割り当てられた第１の乗算器によって乗算
された第１のポイント獲得場所において費やされた金銭に基づいて、及び第２のポイント
獲得場所に割り当てられた第２の乗算器によって乗算された第２のポイント獲得場所にお
いて費やされた金銭に基づいて、前記金額に対応する時間を決定することを含む、請求項
１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記監視装置からの通信を介して前記待ち行列の中の場所を前記来園客に通知すること
、を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記監視装置が、前記識別装置の場所と、前記１つ以上のポイント獲得場所において前
記識別装置によって費やされた時間を監視すること、を含む請求項１７に記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テーマパーク又は遊園地に関し、特に、アトラクションの待ち列における待
ち時間への対応に関する。
【背景技術】
【０００２】
　２０世紀初めから、遊園地及びテーマパークは驚異的な速度で成長し、拡大してきた。
遊園地の拡大につれて、来園客の人数も増加している。来園客は、大規模で良質な凝った
乗り物を求める一方で、有意義な来園体験をも要求し、且つ期待しているため、乗り物の
待ち時間を徐々に短縮することが必要とされる。従来、来園客は、園内で人気の高い乗り
物に乗るために何時間も列に並んで待つことを余儀なくされていた。
【０００３】
　乗り物待ちの長い列は、遊園地の運営者に多くの問題を提起している。第一に、長い列
は来園客の不満を招き、それが再来園の比率を低下させる。第二に、長い列は未実現収益
に繋がり得る。例えば、来園客は、主に乗り物を目的としてテーマパークに来園する一方
で、レストランや飲食スタンド、カーニバルゲーム、土産物店等の二次的なアトラクショ
ンも来園の目的とする。来園客が列に並んで費やす時間が長くなるほど、食事や買い物、
カーニバルゲームを楽しむための時間と金銭を費やせなくなるのである。
【０００４】
　列を短くし、来園客を長時間待たせない方法及びシステムが開発された。例えば、Ｍａ
ｅｄａに対して公布された米国特許第５，９８７，４２０号には、常連客又は来園客が事
前に様々な乗り物の予約を取れる予約システムが記載されている。しかし、常連客は、無
制限の件数の予約を入れることができる。その結果、先に予約を入れる常連客が乗り物の
全ての時間帯を予約してしまい、後から予約を入れる常連客にはあまり人気のない乗り物
しか残っていないことになりかねない。
【０００５】
　この問題に対応しようとする試みが、Ｌａｂｖａｌに対して公布された米国特許第６，
１７３，２０９号に記載されており、常連客が一度に１つのアトラクションの予約だけし
か取ることができない予約及び待ち列対応システムを説明している。一度に１件の予約し
か入れられないことによって、昼食や夕食に必要な時間を含めて、常連客は一日の予定を
立てることができなくなる。多くの場合、グループは一旦分かれた後で、その日の遅い時
間に再び合流する。Ｌａｂｖａｌの特許では、常連客は１件の予約に制限されるため、１
～２時間先の予定しか立てることができない。更に、所望のアトラクションがその日の遅
い時間の予約しか取れない場合は、常連客がその日一日に取ることができる予約の件数が
制限されるため、このシステムの有用性は低下する。
【０００６】
　長い列を緩和する更に他の試みは、例えば前払い駐車場、多数のアトラクションの予約
時間、食事の予約、或いは、クレジットカード又はデビットカードとしてのゲストキーの
使用を含む前売り券パッケージを来園客が購入できるようにする運営システム及び方法を
説明している米国特許出願公開第２００２／０１１６２３５（Ａ１）号（Ｇｒｉｍｍら）
に記載されている。この運営システム及び別の運営方法によって、来園客が乗り物や生の
アクションショー等のアトラクションへの入場を確保するための予約、或いは食事や舞台
公演等の予約を入れることが可能になる。しかし、上記の説明には、来園客に二次的なア
トラクション（例えばレストラン、飲食スタンド、カーニバルゲーム及び土産物店）を訪
れる動機を与える記載が全くない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第５，９８７，４２０号
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、これまで、テーマパークの乗り物の待ち列に対応するシステム又は方法におい
て、二次的アトラクションを訪れる動機を与える好適なシステム又は方法はない。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、テーマパークの乗り物の待ち列に対応するシステム及び方法を説明するもの
である。
【００１０】
　本発明の第１の実施形態では、テーマパークの乗り物の待ち列に対応する方法において
、来園客を一意的に識別するように構成される識別装置を来園客に提供するステップと、
この識別装置を用いて来園客が所定の場所で費やす時間量を確認するステップと、来園客
が所定の乗り物の待ち行列で費やす時間量を、該来園客が所定の場所で費やす時間量だけ
減らすステップとからなる方法を提供するものである。
【００１１】
　本発明の第２の実施形態では、テーマパークの乗り物の待ち列に対応するシステムにお
いて、来園客を一意的に識別するように構成される来園客識別装置と、この来園客識別装
置と通信して、来園客が所定の場所で費やす時間量を確認するように構成される処理装置
とからなり、処理装置は更に、来園客が所定の乗り物の待ち行列で費やす時間量を、該来
園客が所定の場所で費やす時間量だけ減らすように構成されるシステムを提供するもので
ある。
【００１２】
　本発明のその他の特徴及び利点は、以下の説明を添付図面と関連させて参照することに
より明らかになろう。
【００１３】
　次に添付図面を簡単に参照する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態に関連する、待ち行列対応システムの略図である。
【図２】本発明の更に他の方法に従った、段階的方法を説明する流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　同様の参照符号は、図面を通して同じ又は対応する構成要素及び装置を示し、これらの
図面は、別段の指示がない限り一定の比率で示されていない。
【００１６】
　本発明の一実施形態は、待ち行列に対応するシステム及び方法において、来園客識別装
置とデバイスリーダと主処理装置とからなるシステム及び方法を含む。本発明による具体
的な利点の１つは、人気の低いアトラクションを訪れる動機を来園客に与え、人気の高い
アトラクションでの待ち時間を減らすことが可能になることである。
【００１７】
　添付図面を参照して以下に説明する、特許請求の範囲に記載の本発明の特定の構成及び
構造は、例示のみを目的とするものである。当業者の予見の範囲内にあるその他の構成及
び構造は、添付の特許請求の範囲の精神及び範囲から逸脱することなく、製作、使用又は
販売される。例えば、本発明のいくつかの実施形態は、本明細書ではテーマパークに関し
て説明されるが、当業者には、本発明の実施形態が、長い列及び待ち時間を短縮すること
が望ましいあらゆる環境において実施され得ることが認識されよう。
【００１８】
　本明細書において用いられる場合、不定冠詞「ａ」又は「ａｎ」に続いて単数形で記載
される要素又は機能については、複数のその要素又は機能を除外すると明記されない限り
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、複数である場合も除外されないものと理解されたい。更にまた、特許請求の範囲に記載
の発明の「一実施形態」という表現は、同様に記載の特徴を含む更に他の実施形態が存在
することを除外するものと解釈されるべきではない。
【００１９】
　図１を参照すると、テーマパークの乗り物の待ち列に対応するシステム全体が１００で
示されている。このシステムは、識別装置１０２と、デバイスリーダ１０４と、主処理装
置１０６と、主たるアトラクション１１０と、二次的アトラクション１０８とを備える。
【００２０】
　本発明の一実施形態において、識別装置１０２は、入場時に各来園客１１４に渡される
。各識別装置１０２は、各来園客１１４を一意的に識別するように構成される。例えば、
無線ＩＣタグ（ＲＦＩＤ）等の自動認識及びデータ取得（ＡＩＤＣ）装置が用いられる。
本発明と一緒に用いられるその他の来園客識別装置には、バーコード付きチケット、磁気
帯チケット、ピン番号、携帯電話識別子、ホテルの部屋の鍵、クレジットカード等が含ま
れる。何らかの来園客識別装置、又は来園客識別装置を組み合わせたものは、来園客識別
器と通信して来園客の動きと支出とを追跡する双方向デバイスリーダを有する。更に、来
園客識別装置は、表示画面を有する手持ち式電子装置からなる。
【００２１】
　ある任意の実施形態では、ＲＦＩＤが来園客識別装置として用いられる。各来園客は、
入場時にＲＦＩＤトランスポンダを受け取り、又は別の窓口でトランスポンダを入手する
。経営者は来園客にトランスポンダを渡すことを選択しても良く、又は来園客にトランス
ポンダを賃借させることを選択しても良い。ＲＦＩＤトランスポンダは、園内中の所定の
場所に配置されるＲＦＩＤ読取装置と通信するように構成され、ＲＦＩＤ読取装置の配置
場所は、以下に記載する状況に基づいて遊園地経営者により選定される。
【００２２】
　本発明のまた他の任意の実施形態では、園内中の所定の場所に配置される各々のキオス
クと通信するように構成される複数のキオスクチケット又はカードが入場時に各来園客に
渡される。本明細書において一般に「デバイスリーダ」とも称するキオスクは、各来園客
がチェックイン／チェックアウト方法を用いることを可能にする自己操作式とされ、来園
客は園内の所定の場所（例えば土産物店）に入ってキオスクによりチェックインする。そ
の後、来園客は、その所定の場所を離れるときに、キオスクでチェックアウトする。第１
の場所で費やされた時間は、その後、次の所定の場所（例えば乗り物）の待ち行列で費や
される時間に適用され、これについては図２を参照してより詳細に説明する。
【００２３】
　更に図１を参照すると、デバイスリーダ１０４は、園内中の所定の場所に配置される。
例えば、経営者は、デバイスリーダを何箇所もの活動場所１０８に配置することを選択す
る。「活動場所」という用語は、土産物店、レストラン、カーニバルゲーム、娯楽演芸及
び飲食スタンドを含むが、これらに制限されない二次的アトラクションを指すことを意図
している。経営者は、読取装置を活動場所の入口、出口及び／又は金銭登録機に配置する
ことを選択する。活動場所の入口及び出口に配置される読取装置は、来園客がその店で費
やした時間量を追跡するように構成される。この例示的実施形態において、来園客は、入
口で自身の識別装置をデバイスリーダと併せて使用してチェックインする。同じ来園客は
、後に出口で同じ方法を用いてチェックアウトすることができる。これにより、来園客が
活動場所で費やした時間量は、いずれも互いに内部ネットワークにより接続される来園客
識別器の処理装置と、デバイスリーダの処理装置と、主処理装置１０６とに記憶される。
【００２４】
　デバイスリーダ１０４は更に、活動場所の金銭登録機に配置される。このデバイスリー
ダ１０４は、来園客が活動場所で費やす金額を追跡し、且つ記憶するように構成され、こ
の金額も来園客が主たるアトラクションの待ち行列で費やす時間に適用される。本明細書
において用いられる場合、「主たるアトラクション」は、人気が高いために待ち行列が特
に長くなりがちな、テーマパークの乗り物と仮想娯楽設備とを含むことを意図している。
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「主たるアトラクション」は、本明細書において、単に「乗り物」とも称する。
【００２５】
　再び図１を参照すると、デバイスリーダ１０４は更に、主たるアトラクション１１０（
例えば観覧車）の入口に配置される。来園客１１４は、自身の識別装置１０２を呈示して
デバイスリーダ（例えばキオスク、ＲＦＩＤ読取装置等）に走査させる。これにより、デ
バイスリーダは、待ち行列における該来園客のステータスを該来園客に通知し、来園客の
ステータスは、該来園客が園内中の活動場所で費やす時間と金額とに対応する。遊園地側
は、その後、来園客が活動場所において費やした時間と金額とに対応するこの所定の量だ
け該来園客の待ち順を繰り上げる。例えば、遊園地の経営者は、これまであまり人気がな
かったレストラン等の園内の活動場所を選定し、来園客がそのレストランでＸの時間量又
は金額を費やした場合は、人気のある乗り物のところで待ち時間をＸの時間量だけ短縮す
ることができると来園客に呼び掛ける。
【００２６】
　再び図１を参照すると、主処理装置１０６は、各々の読取装置１０４及び来園客識別装
置１０２と、線１１８、１２０及び１２２により示される有線ＬＡＮ網又は無線通信（例
えばワイファイ、ブルートゥース（商標）等）からなる園内ネットワークシステムを介し
て通信する。主処理装置１０６は、主要ハードウェアシステム構成要素（例えばハードデ
ィスク記憶装置及びネットワーク構成要素）と共にデータ記憶及びデータ検索等の複数の
実行機能のための主要ソフトウェア構成要素を含む。来園客識別装置とデバイスリーダは
、来園客とネットワークとの間におけるインタフェースとして作用する。本発明の一実施
形態において、ネットワークは、完全に自動化され、キオスク等の複数のサブシステムを
来園客と園内ネットワークとの間における多数のインタフェースとして含む。
【００２７】
　キオスクがデバイスリーダとして用いられる例示的実施形態において、来園客は、いか
なる所定の活動場所１０８のキオスクでも、バーコード付きチケット、磁気帯チケット、
ピン数、携帯電話識別子、ホテルの部屋の鍵又はクレジットカードのいずれかからなる自
身の識別装置を用いてチェックインする。その活動場所で金銭を費やした場合は、金銭登
録機で来園客識別器を使用して、費やした金額が主処理装置１０６及び／又は来園客識別
装置１０２に記憶されるようにする。来園客は、その後、キオスク１０４で二次的活動の
チェックアウトを行う。
【００２８】
　来園客は、二次的な場所で費やした時間に基づいて自身の待ち順が繰り上げられる乗り
物に指定されている乗り物１１０を承知しているため、この所定の乗り物のキオスクへと
向かう。来園客はキオスクに自身の識別装置を呈示して、これにより、待ち列の後方で待
たなければならなかった場合の位置よりＸの時間量だけ待ち列の前方に繰り上げられる。
テーマパークの乗り物の待ち列は、周知の速度で移動するため、遊園地の従業員は、来園
客が周知の時間だけ待つことになる位置、例えば乗り物に乗るまでＸ分かかることが周知
の位置に来園客を挿入することができる。この特定の実施形態において、各待ち列は、来
園客を待ち列の適切な場所に挿入する係員を有する。しかし、本発明の任意の実施形態で
は、識別装置を使用している来園客を挿入するために補助的な待ち列が用いられる。
【００２９】
　本システムは、経営者が、土産物店等の人気の低い二次的アトラクションを利用する動
機を来園客に与えることを可能にする。例えば、遊園地経営者は、ＡＢＣ土産物店で１分
費やす毎に大人気の乗り物であるＸＹＺの待ち時間が２分短縮されることを正式に公表す
る。これにより、列に並んで立っていることより店内を歩き回ることの方が優遇され、こ
のことが来園客の満足度を高めるため、来園客がこの二次的な場所を訪れる可能性は高く
なる。本来なら目にしなかった物品を購入する来園客もいるため、店の収益も増加する。
【００３０】
　本システムは、来園客に人気の低い二次的アトラクションを利用する動機を与える一方
で、来園客に人気の高い二次的アトラクションを利用する動機をも与える機会を経営者に
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更に提供する。例えば、非常に人気のあるレストランでは、席待ちの長蛇の列ができる可
能性が極めて高い。来園客は、そのレストランで食事をしたいが食事のために列に並んで
待つのなら、同じだけの時間を人気のある乗り物の列に並んで過ごす（そして飲食スタン
ドでより安価な食事を購入する）ことを選ぶ場合もある。しかし、本システムは、来園客
が食事待ちに費やす時間を人気のある乗り物の待ち行列に適用できるようにする機能を経
営者に提供する。この場合は、来園客はレストランと乗り物との両方を楽しむことができ
、レストランの待ち列で費やされるあらゆる時間がその特定の乗り物の待ち列で費やされ
る時間に適用されるため、来園客の満足度が高まる。更に、来園客が何気なく飲食スタン
ドに向かうのではなく、進んでレストランの列に並んで待ち、より高価な食品に金銭を費
やす傾向が強くなるため、遊園地の利益は増加する。
【００３１】
【表１】

  　   　 

　本発明の例示的実施形態において、来園客が所定の乗り物の待ち列で費やす時間量を、
来園客が所定の場所で費やす時間量だけ減らす方法は、表１に示される来園客獲得点数表
システムを用いることを含む。表１を参照すると、遊園地経営者は、異なる種類のレスト
ランを格付けする。ランクＡは、テーブルサービス式レストラン（例えば給仕係により給
仕が行なわれる）であり、ランクＢは，セルフサービス式レストラン（例えばビュッフェ
式レストラン）であり、ランクＣは、飲食スタンド（例えばカーニバル風ファンネルケー
キ・スタンド）である。レストランの各ランクに対して、経営者は、特定の消費金額／時
間量が多くの特定の点数に対応させることを確定させる。本例では、消費金額の列におい
て、消費額１ドルは全てのランクのレストランに関して１点とされる一方で、消費時間の
列では、ランクＡのレストランで費やされる１分も１点とされる。しかし、飲食スタンド
で費やされる時間を測定する際の困難は、来園客が一般に食品を持ち歩いて任意のベンチ
に座るところにあるため、経営者は「利用１回」毎に点数を与えること、すなわちランク
Ｂのレストランに行って買い物をした場合は３０点、ランクＣのレストランに行って買い
物をした場合は１０点を与えることにする。
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【００３２】
　更に表１を参照すると、小売式の店舗（例えば土産物店）又はカーニバルゲーム（例え
ば風船割りダーツ）は、獲得点数１点に対応し、これらのアトラクションで費やされる時
間では来園客はいかなる点数も獲得することはできない。
【００３３】
　経営者は、主たるアトラクションも格付けできる。最も人気の高いアトラクション（例
えばジェットコースター）はランクＡに格付けされ、中程度の人気のものはランクＢに格
付けされ、最も人気の低いものはランクＣに格付けされる。来園客は、ランクＣのアトラ
クションに乗ると、表１に示されるように、１０点を獲得する。最後に、この例示的実施
形態では、来園客は、５の行に示されるように、年間パス所持者になることによって３６
０点を獲得する。
【００３４】
【表２】

　次に表２を参照すると、来園客消費点数表が示されている。一旦来園客が表１に示され
る点数を獲得すると、来園客は「優先利用権」を購入してランクＡ又はＢの主たるアトラ
クションの待ち順を繰り上げてもらうことができる。ランクＡのアトラクションで待ち順
が繰り上げられるためには１２０点が必要とされ、ランクＢのアトラクションで待ち順が
繰り上げられるためには６０点が必要とされる。「優先利用権」とは、来園客が二次的ア
トラクション及び低ランクの主たるアトラクションで点数を稼ぐことによって、該来園客
の待ち順が優先利用権を獲得しなかった来園客より繰り上げられることを意味する。
【００３５】
　次に図２を参照すると、２００で示されるテーマパークの乗り物の待ち列に対応する方
法をより分かりやすく例証する流れ図が示されている。この流れ図には例示的な段階的方
法が示されているが、当業者には、これらの段階を再構成又は順序変更しても、同様の結
果を得られることが理解されよう。
【００３６】
　この方法は、図に示されるように、経営者側機能２０２と来園客側機能２０４とに分け
られる。来園客への識別装置の提供（２０６）は、遊園地入口で行なわれ、無料であり、
又は任意で、園内中の何箇所もの貸出し所で貸し出される装置を来園客がその日一日中賃
借する。来園客識別器は、バーコード付きチケット、磁気帯チケット、ピン数、携帯電話
識別子、ホテルの部屋の鍵及びクレジットカードを含む。
【００３７】
　経営者は、次に、何箇所もの所定の活動場所（例えば土産物店、レストラン、カーニバ
ルゲーム、娯楽演芸、飲食スタンド）にデバイスリーダを設置し（２０８）、パンフレッ
ト、看板、又は来園客識別器のスピーカ呼出、又は表示装置等の電子的方法により、来園
客にどの場所が指定場所であるかを伝える。
【００３８】
　来園客は、その後、これらの所定の活動場所の１箇所以上に行くことを選択する（２１
０）。来園客が行くことを選択する場合は、来園客は、設けられたデバイスリーダで自身
の来園客識別器を使用してチェックインすることができる。次に、来園客は、Ｘの時間量
とＸの金額とを所定の場所で費やすことを選択する（２１２）。時間は、チェックイン／
チェックアウト方法により追跡され、消費金額は、来園客識別器と金銭登録機のデバイス
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【００３９】
　経営者は、デバイスリーダを何箇所もの所定の主たるアトラクション（例えば乗り物）
にも設けることができる（２１４）。経営者は、更にまた、どの主たるアトラクションで
来園客識別システムを利用して待ち時間の短縮を受けられるかに関する情報を来園客に提
供する。その後、来園客は、特定の主たるアトラクションを利用することを選択する（２
１６）。
【００４０】
　経営者は、次に、費やされた時間及び金額を来園客が選択したアトラクションの待ち行
列に適用して、その待ち行列における時間量を公表された量に対応する量だけ減らす（２
１８）。例えば、二次的アトラクションＡでの１０分は主たるアトラクションＢでの１０
分の待ち時間に相当すると公表されており、主たるアトラクションＢが１時間待ちである
場合は、来園客は待ち順を前に飛び越して約５０分待つだけで乗り物に乗ることができる
と推測される（２２０）。
【００４１】
　本発明の任意の実施形態では、更にまた、来園客が園内中のデバイスリーダ又は園内中
の金銭登録機で待ち時間を購入することができる。この時間は、あらゆる来園客識別装置
により適用される。
【００４２】
　本発明の様々な実施形態の特定の特徴が示されている図面もあれば示されていない図面
もあるが、これは単に便宜のためである。本発明の原理によれば、１つの図面の特徴が他
のいずれかの図面に示される特徴のいずれか又は全部と組み合わされる。本明細書におい
て用いられる「含む」、「からなる」、「有する」及び「備える」という言葉は、広範且
つ包括的に解釈されるべきであって、何らかの物理的相互接続に制限されるわけではない
。更に、本明細書に開示のいかなる実施形態も唯一の可能な実施形態と解釈されるべきで
はない。むしろ、改変形態及びその他の実施形態が添付の特許請求の範囲内に含まれるこ
とを意図している。
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